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(54)【発明の名称】 生体計測用プローブ、並びにそれを用いた生体光計測装置及び脳機能計測装置

(57)【要約】        （修正有）
【課題】生体表面に対し、簡便に装着可能な生体計測用
プローブを提供し、血行動態変化及び脳波を同時に計測
する技術を提供する。
【解決手段】被検査体に第１の光導波路２－５を介して
光を照射する手段と、被検査体内部を伝播した光を第２
の光導波路２－５を介して集光する手段とを備えた生体
計測用プローブにあって、第１および第２の光導波路が
挿嵌される通路を有し、第１および第２の光導波路を固
定する第１及び第２のガイド部材２－１と、第１および
第２のガイド部材間を連結し、保持して、被検査体に接
触する部分を形成する台座部材２－２とを有する構成と
し、また、第１および第２のガイド部材内にあって第１
および第２の光導波路をそれぞれ軸方向に可動ならしめ
る伸縮部材２－６を設けた構成とする。さらに、プロー
ブを、台座部材内に第１及び又は第２の光導波路と共に
脳波計測用の電極を設け、光計測および脳波計測を同時
に計測するよう構成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】被検査体に第１の光導波路を介して被検査
体に光を照射する光照射手段と、前記光照射手段から照
射され被検査体内部を伝播した光を第２の光導波路を介
して集光する集光手段とを備えた生体計測用プローブに
あって、前記第１の光導波路および前記第２の光導波路
のそれぞれが挿嵌される通路を有し、前記第１の光導波
路および前記第２の光導波路のそれぞれを固定する第１
及び第２のガイド部材と、前記第１および前記第２のガ
イド部材間を連結し、保持して、前記被検査体に接触す
る部分を形成する台座部材とを有してなることを特徴と
する生体計測用プローブ。
【請求項２】前記台座部材を、柔軟性と生体適合性の高
い材料で構成してなることを特徴とする請求項１記載の
生体計測用プローブ。
【請求項３】前記第１および前記第２のガイド部材内に
あって前記第１の光導波路および前記第２の光導波路を
それぞれ軸方向に可動ならしめる伸縮部材を設けてなる
ことを特徴とする請求項１記載の生体計測用プローブ。
【請求項４】前記第１および前記第２のガイド部材が、
前記台座部材上にあって、正方格子形状もしくはひし形
格子形状の頂点の位置に交互に在るよう配置構成したこ
とを特徴とする請求項１記載の生体計測用プローブ。
【請求項５】前記台座部材は、前記被検査体に接触する
部分が、分割した複数の面構造の部材で構成され、か
つ、前記面構造の各部材間が柔軟性部材を介して連結さ
れていることを特徴とする請求項１記載の生体計測用プ
ローブ。
【請求項６】前記光照射手段は、光照射用光源と、前記
光源への注入電流を制御する光源調整回路とを含み、前
記集光手段は、光検出器と、前記光検出器で得られる検
出信号を処理する検出信号回路とを含んでなることを特
徴とする請求項１記載の生体計測用プローブ。
【請求項７】前記台座部材内に、前記第１の光導波路及
び又は前記第２の光導波路と共に脳波計測用の電極を設
け、光計測および脳波計測を同時に計測するよう構成し
たことを特徴とする請求項１記載の生体計測用プロー
ブ。
【請求項８】被検査体に光導波路を介して光を照射する
光照射手段と、前記光照射手段から照射され被検査体内
部を伝播した光を光導波路を介して集光する集光手段と
を備えた生体計測用プローブを用いて、被検査体内部の
生理的変化を計測するようにした生体光計測装置におい
て、前記プローブが、前記光照射用の光導波路および前
記集光用の光導波路のそれぞれが挿嵌される通路を有
し、それぞれを固定するための第１及び第２のガイド部
材と、前記第１および前記第２のガイド部材間を連結
し、保持して、前記被検査体に接触する部分を形成する
台座部材と、前記第１および前記第２のガイド部材内に
あって前記第１の光導波路および前記第２の光導波路を*
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*それぞれ軸方向に可動ならしめる伸縮部材とを有してな
ることを特徴とする生体光計測装置。
【請求項９】前記光照射手段は、光照射用光源と、前記
光源への注入電流を制御する光源調整回路とを含み、前
記集光手段は、光検出器と、前記光検出器で得られる検
出信号を処理する検出信号回路とを含み、かつ、前記光
源調整回路と前記検出信号回路とをそれぞれ通信手段を
介して制御するよう構成したことを特徴とする請求項８
記載の生体光計測装置。
【請求項１０】被検査体に光導波路を介して光を照射す
る光照射手段と、前記光照射手段から照射され被検査体
内部を伝播した光を光導波路を介して集光する集光手段
とを備えた生体計測用プローブを用いて、被検査体内部
の生理的変化を計測するようにした生体光計測装置と、
脳波を電気的に計測する脳波計測装置と、被検査体に与
える音・音声・言語・画像に関するデータを有し、制御
する刺激制御装置と、前記音・音声・言語・画像にかか
るデータを再生し、被検査体に対して提示する提示手段
とを有し、前記刺激制御装置から送られる前記音・音声
・言語・画像のうち少なくとも１つを前記提示手段を介
して被検査体に提示しながら被検査体の脳機能活動信号
を計測するよう構成したことを特徴とする脳機能計測装
置。
【請求項１１】請求項７記載の生体計測用プローブを用
いて、光計測および脳波計測により被検査体の脳機能活
動信号を計測するよう構成したことを特徴とする脳機能
計測装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、生体内部の生理的
変化を計測する生体計測技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】これまで、乳幼児の脳機能を計測する方
法は、刺激音に反応して脳幹部から発生する脳波を計測
する手法が挙げられる。しかし、この方法で計測できる
ものは、脳幹部の反応が主であり、大脳皮質がつかさど
る高次な機能を計測することは困難であった。
【０００３】一方、光を用いた方法で、大脳皮質の活動
を計測する手法が提案された。光を用いた生体計測で
は、可視から近赤外の光を用いた生体機能を計測する装
置が、例えば、特開昭５７－１１５２３２号公報あるい
は特開昭６３－２７５３２３号公報で開示されている。
さらに、本計測原理を応用し、脳機能の画像計測技術に
関する提案（光トポグラフィ）が特開平９－９８９７２
号公報に開示されている。
【０００４】これらは、光ファイバー等で代表されるよ
うな光導波手段を用い、生体に光を照射し数ｍｍから数
ｃｍ離れた位置で生体内部で散乱された光（以降、生体
散乱光と略す。）を集光計測する。計測された生体散乱
光の強度より、酸素化ヘモグロビン及び脱酸素化ヘモグ
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ロビン等で代表されるような生体内部の光吸収物質濃度
あるいは濃度に相当する値を求める。光吸収物質濃度あ
るいは濃度に相当する値を求める際には、照射した光の
波長に対応した、目的とする光吸収物質の光吸収特性を
用いる。一般的に、生体深部を計測する場合には、生体
透過性の高い６５０ｎｍから１３００ｎｍの範囲内にあ
る波長の光を用いる。
【０００５】このような光を用いる方法は、一般に、
人、特に成人の生体計測に用いられていた。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】この、光を用いる方法
は、安全性の面からも乳幼児の計測も可能であり、乳幼
児の高次脳機能計測の可能性がある。
【０００７】しかしながら、これまで、乳幼児の脳幹部
及び大脳皮質の活動に伴う高次機能を同時に計測するこ
とは困難であった。この課題を解決すれば、乳幼児期に
低次から高次機能の障害を早期発見することが可能とな
る。低次から高次にかけての機能の障害は（例えば、音
が聞こえない・言語障害がある・視覚障害がある、な
ど）、言葉がでてくる２から３歳ごろになって発見され
ることが多い。このような場、言語獲得等が通常より遅
滞し、その遅滞を取り戻すのに多大な労力を要する。
【０００８】従って、主たる脳機能障害(視覚・聴覚・
言語機能、等)を早期に計測できる技方法または装置の
開発は、社会的な要望が大きい。
【０００９】そのためには、以下に示される２つの大き
な技術的課題（１）及び（２）が解決されなければなら
ない。
【００１０】（１）生体光計測に用いる光ファイバーの
固定方法。
【００１１】生体光計測においては、光を照射する手段
（以降、光照射手段と略す。）と生体通過光を集光する
手段（以降、集光手段と略す。）を有している。これら
光照射手段と集光手段としては、光ファイバーあるいは
光ファイバー束で代表されるような光導波路を用いるこ
とが多い。また、１組の光照射用および集光用の光導波
路が、１計測位置を表す最小単位(以降、光照射集光ペ
アと略す。)である。
【００１２】この最小単位を複数設定し、生体の画像計
測を行う装置が特開平９－９８９７２号公報に提案され
ている。ここで、光照射集光ペアの照射位置と集光位置
間の距離(以降、光照射集光ペア間距離と略す。)は、計
測対象となる領域の広さ、あるいは深さによって変わ
る。そのため、特開平９－９８９７２号公報の提案で
は、各光照射集光ペア間距離が等間隔になるように、光
照射用の光導波路と集光用の光導波路を、正方格子の頂
点上に交互に配置する配置形態を開示している。この配
置形態を用いれば、１つの光導波路が複数の光照射集光
ペアに共有される形となるため、少ない光導波路で画像
計測が可能となる。従って、短時間で光導波路を生体に
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装着することができる。
【００１３】しかし、この配置形態は、生体の平面で近
似できる程度の生体の狭い領域(例えば、頭の場合では
１５ｃｍ四方程度)への適用は容易であるが、曲率の大
きい領域への適用は困難である。特に、新生児・乳幼児
の頭部形状などは、大きな曲率を有し、個人差も大き
い。また、新生児・乳幼児などを計測する場合には、被
検査体が静かに待機してもらうことが不可能であるた
め、動きによるプローブのずれも抑制しなければならな
い等、大人では想定できなかった問題が生じる。
【００１４】特に、新生児・乳幼児の脳機能を計測する
手段は、これまでのところ脳波計に限定されている。し
かし、脳波計は空間分解能が余り高くなく、脳中心部の
脳幹部・脳表面の大脳皮質の情報を分離することが困難
である。一方、光計測に基づく脳機能計測方法は、人間
において特に発達した高次脳機能に強く連関をもつ大脳
皮質の無侵襲計測が可能であるため、高次機能の発達過
程を知る上で非常に有効な手法であることが期待されて
いた。しかし、原理的に有効であることは知られている
が、光を照射および集光する導波路を固定する生体計測
用プローブがこれまでのところ開発されていなかった。
【００１５】実用的な新生児や乳幼児のための生体計測
用プローブを構成するためには、次のような点が要求さ
れる。以下、列挙する。
【００１６】ａ）柔軟性：使用される生体計測用プロー
ブは、曲率を有する生体表面に柔軟に適合可能でなけれ
ばならない。
【００１７】ｂ）入射検出用導波路間距離保持能力：使
用される生体計測用プローブは、個人差を有する形状に
対して、入射検出用導波路間距離(正確には光照射検出
用導波路先端間の道のりであるが、便宜的に入射検出間
距離と称す。)が許容範囲以上には変わってはならな
い。以下、上記ａ）とあわせて可撓性の確保とする。
【００１８】ｃ）体動追従性：使用される生体計測用プ
ローブは、ある程度の動きを伴っていても、ずれてはな
らない。
【００１９】ｄ）密着度視認性：使用される生体計測用
プローブは、光導波路と生体表面との密着性が確認でき
るように、視認性が高く、容易に密着状態を制御できな
ければならない。
【００２０】ｅ）快適性：新生児や乳幼児など、環境変
化に適応能力の低い被検者の場合には、温度変化の観点
から完全に頭部などを覆うこがあってはならない。
【００２１】ｆ）圧力分散性：新生児や乳幼児など、デ
リケートな頭部を持つ被検者の場合には、１点に高い圧
力をかけてはならない。
【００２２】ｇ）形状保持性：被検者に与える不可を減
らすため、短時間でプローブを装着する必要があるた
め、容易に形状を変化でき、かつ、基本的な形状を保持
する必要がある。
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【００２３】ｈ）装着性：上記ｇ）と同様の理由で、容
易にプローブを固定する手段が必要である。
【００２４】ｉ）固定手段の形状・サイズ適応性：固定
する手段が、被検者の頭部形状に適応できる必要があ
る。
【００２５】ｊ）固定手段の加圧性：固定する手段が、
適度な圧力を与えることができる必要がある。
【００２６】ｋ）乳幼児の脳機能計測に適した光照射―
集光位置間距離を求めなければならない。
【００２７】（２）乳幼児の脳機能検査装置
乳幼児の脳機能を全脳的に計測するためには、光及び脳
波が計測できる検査装置が必要である。以下、これに関
する具体的問題点を列挙する。
【００２８】ａ）頭部全領域に光ファイバーや脳波電極
が配置できるように設計された、検査用ベッドが不可欠
である。特に、通常のベッドの場合には、視覚の機能に
かかわる後頭部に計測プローブを固定することは困難で
あり、解決するべき課題である。
【００２９】ｂ）刺激(視覚や聴覚)提示装置が安全かつ
効率的な位置に配置されなければならない。
【００３０】本発明は、上述の点に鑑みてなされたもの
であり、大きな曲率を有する生体表面に対し、簡便に装
着可能な生体計測用プローブを提供し、また、これを用
いて、これまで計測が困難であった新生児や乳幼児等の
頭部等の活動に伴う生理的変化の計測を可能とする生体
計測技術を提供することにある。
【００３１】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明において行なった上記技術的課題（１）及び
（２）に対する解決手段を、以下に示す。
【００３２】まず、（１）に対しては、本発明では、入
射用光導波路及び集光用光導波路先端を連結する光導波
路固定部の連結部及び生体に接触する接触面を、柔軟性
があり摩擦係数の高い部材で一体成型した。また、光導
波路を固定する導波路支持部を前記部材で接着した。
【００３３】また、前記部材内部に柔軟な薄膜部材を埋
設し、柔軟性及び非伸縮性を両立（可撓性の確保）させ
た。さらに、実験的に脳機能信号の感度が高くなるよう
な照射―集光位置間の最適距離を求めた。
【００３４】さらに、生体光計測と脳波で代表される生
体電気計測の同時計測を実現する為、生体光計測の導波
路及び生体電気計測の電極と電線を組み込んだ固定具と
した。
【００３５】つぎに、（２）に対して、本発明では、被
検査体に対して音・視覚・言語刺激を与えて、光を用い
る計測方法と脳波を計測する方法を用いて、乳幼児等の
脳深部(脳幹部)から脳表面(大脳皮質)にかけての脳機能
障害の有無を同時に計測するようにした。
【００３６】その際、検査用ベッドの後頭部は開放し、
頚部及び後頭部下部において頭部を支える構造とした。

6
また、視聴覚の刺激装置は検査空間の安全な位置に配置
した。ただし、実質的にはサイズの異なる同一の構成
で、成人の脳機能を計測することも可能である。
【００３７】以下に、本発明について、その代表的な構
成例を挙げる。
【００３８】先ず、本発明による生体計測用プローブ
は、被検査体に第１の光導波路を介して被検査体に光を
照射する光照射手段と、前記光照射手段から照射され被
検査体内部を伝播した光を第２の光導波路を介して集光
する集光手段とを備えた生体計測用プローブにあって、
前記第１の光導波路および前記第２の光導波路のそれぞ
れが挿嵌される通路を有し、前記第１の光導波路および
前記第２の光導波路のそれぞれを固定する第１及び第２
のガイド部材と、前記第１および前記第２のガイド部材
間を連結し、保持して、前記被検査体に接触する部分を
形成する台座部材とを有してなることを特徴とする。さ
らに、前記構成において、前記台座部材を、柔軟性と生
体適合性の高い材料で構成し、また、前記第１および前
記第２のガイド部材内にあって前記第１の光導波路およ
び前記第２の光導波路をそれぞれ軸方向に可動ならしめ
る伸縮部材を設けた構成とする。
【００３９】また、本発明は、前記構成において、前記
光照射手段が、光照射用光源と、前記光源への注入電流
を制御する光源調整回路とを含み、前記集光手段が、光
検出器と、前記光検出器で得られる検出信号を処理する
検出信号回路とを含むよう構成する。
【００４０】また、本発明は、前記構成において、前記
台座部材内に、前記第１の光導波路及び又は前記第２の
光導波路と共に脳波計測用の電極を設け、光計測および
脳波計測を同時に計測するよう構成する。
【００４１】さらに、本発明は、被検査体に光導波路を
介して光を照射する光照射手段と、前記光照射手段から
照射され被検査体内部を伝播した光を光導波路を介して
集光する集光手段とを備えた生体計測用プローブを用い
て、被検査体内部の生理的変化を計測するようにした生
体光計測装置において、前記プローブが、前記光照射用
の光導波路および前記集光用の光導波路のそれぞれが挿
嵌される通路を有し、それぞれを固定するための第１及
び第２のガイド部材と、前記第１および前記第２のガイ
ド部材間を連結し、保持して、前記被検査体に接触する
部分を形成する台座部材と、前記第１および前記第２の
ガイド部材内にあって前記第１の光導波路および前記第
２の光導波路をそれぞれ軸方向に可動ならしめる伸縮部
材とを有してなることを特徴とする生体光計測装置を提
供する。
【００４２】さらにまた、本発明は、被検査体に光導波
路を介して光を照射する光照射手段と、前記光照射手段
から照射され被検査体内部を伝播した光を光導波路を介
して集光する集光手段とを備えた生体計測用プローブを
用いて、被検査体内部の生理的変化を計測するようにし
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7
た生体光計測装置と、脳波を電気的に計測する脳波計測
装置と、被検査体に与える音・音声・言語・画像に関す
るデータを有し、制御する刺激制御装置と、前記音・音
声・言語・画像にかかるデータを再生し、被検査体に対
して提示する提示手段とを有し、前記刺激制御装置から
送られる前記音・音声・言語・画像のうち少なくとも１
つを前記提示手段を介して被検査体に提示しながら被検
査体の脳機能活動信号を計測するよう構成したことを特
徴とする脳機能計測装置を提供する。また、前記生体計
測用プローブを、前記台座部材内に前記第１の光導波路
及び又は前記第２の光導波路と共に脳波計測用の電極を
設け、光計測および脳波計測を同時に計測するよう構成
して、光計測および脳波計測により被検査体の脳機能活
動信号を計測するよう構成したことを特徴とする脳機能
計測装置を提供する。
【００４３】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例を図面を参
照して説明する。
【００４４】先ず、図１を用いて本発明に基づく生体計
測用プローブの光導波路固定部を被検査体（ここでは、
頭部）へ装着する装着例を説明する。
【００４５】図１に示した光導波路固定部１－１および
１－２は、光導波路固定部保持部１－３および１－４に
よって保持されている。光導波路固定部保持部１－３及
び１－４は、伸縮性帯または紐１－３－１及び１－３－
２及び１－３－３及び１－４－１及び１－４－２及び１
－４－３によって構成されており、各光導波路固定部保
持部１－３及び１－４の両端で各伸縮性帯または紐は連
結している。
【００４６】上記伸縮性帯または紐は、重量は軽く、ま
た、光導波路の接触状態を容易に確認できるほうが良い
ため、できる限り細い物がよい。本発明では伸縮性のあ
る布を使用したが、同様の機能を有するものであれば異
なる材質を用いても構わない。
【００４７】光導波路固定部保持部連結部１－５及び１
－６は、光導波路固定部保持部１－３及び１－４を連結
する目的で作られている。光導波路固定部保持部連結部
１－５及び１－６は、以下の理由で形状および機能が決
定される。
【００４８】第１に、計測対象が生体であるためその大
きさには個人差がある。この個人差に対応できるよう、
連結の距離が変更できなければならない。本発明では、
脱着自在布テープを、光導波路固定部保持部１－３及び
１－４の両端と光導波路固定部保持部連結部１－５及び
１－６の両端に取り付け、頭部周囲長に応じた距離調整
を可能とした。
【００４９】第２に、光導波路固定部保持部連結部１－
５及び１－６は直接被験者の皮膚に接触するため、幅お
よび被験者接触面を考慮する必要がある。被験者皮膚に
対して圧力の集中を避けるためには、光導波路固定部保
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持部１－３及び１－４を構成する伸縮性帯または紐の様
に細ければ良いわけではなく、ある程度の幅を有する必
要がある。その幅は、１ｃｍから４ｃｍの間が望まし
い。また、光導波路固定部保持部連結部１－５及び１－
６の被験者への接触面は、柔らかな素材でかつ摩擦係数
の高い(滑らないように)ものが望ましい。そのための素
材として、シリコーンラバーやスポンジやゴムやその他
の有機材料をあげることができる。勿論、同等の機能を
有すれば、他の素材でも構わない。
【００５０】光導波路固定部１－１及び１－２が小さい
場合には、上記説明した構成要素による装着が可能であ
る。しかし、光導波路固定部１－１及び１－２が大きい
場合には、以下に説明する補助的保持部を用い、各光導
波路に均一な圧力を与える必要がある。
【００５１】本発明では、補助的保持部１－７－１－ａ
～１－７－５－ａ及び１－７－１－ｂ～１－７－５－ｂ
を取り付けてある。各補助的保持部１－７－１－ａ～１
－７－５－ａ及び１－７－１－ｂ～１－７－５－ｂの先
端には、脱着自在布テープを取り付けてあり、例えば補
助的保持部１－７－１－ａと補助的保持部１－７－１－
ｂを被験者頭部形状に応じて長さを調整して連結する。
他の補助的保持部も同様に、ａ-ｂ間で長さを調整して
連結する。各各補助的保持部１－７－１－ａ～１－７－
５－ａ及び１－７－１－ｂ～１－７－５－ｂの素材は、
できるだけ細い伸縮性帯または紐を用いる。
【００５２】光導波路１－８の様に、全ての光導波路ガ
イドに光導波路は挿嵌されている。装着の手順は、Ａ→
Ｂ→Ｃの順序で行うことで、簡便に装着することができ
る。
【００５３】この光導波路固定部保持部の特徴を、以下
に列挙する。
【００５４】１）簡便かつ素早く装着できる。
【００５５】２）さまざまな被験者計測部位の形状及び
サイズに適応できる。
【００５６】３）被験者皮膚に対して、均一かつ適切な
圧力を加えることができる。
【００５７】計測部位に応じて、光導波路固定部保持部
の形状は様々に変わるが、前記光導波路固定部保持部を
構成する要点は、以下である。
【００５８】１）複数に分割し、装着時に連結する。
（全脳を計測する際には、側頭部２面、前頭部１面、後
頭部１面の計４面で計測する。）
２）連結部分に、長さ調整を行えるようにする。
【００５９】３）伸縮性の帯または紐を用いる。
【００６０】上記１）及び２）を実現するためには、例
えば、脱着自在布テープを用い、上記３）を実現するた
めには、伸縮性布やゴム等を用いる。
【００６１】図２は、図１で示した装着例に用いる本発
明の生体計測用プローブの一実施例における光導波路固
定部を示す。基本的にはくり返しパターンで構成される
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9
ため、図２では光導波路を３×３の計９本固定する場合
の光導波路固定部の例を示す。上図は、光導波路固定部
のみを示すが、下図に示すＡ－Ａ’断面は、光導波路２
－５及びフタ２－４を装着している図を示している。
【００６２】光導波路２－５は、ばねやスポンジで代表
される伸縮部材２－６で垂直方向（図中、光導波路ガイ
ド２－１の軸方向に沿って）に可動する。ここで、伸縮
部材２－６はふた２－４及び光導波路２－５に接着して
いる伸縮部材止め２－７にはさまれている。光導波路固
定部は、基本的には、光導波路ガイド２－１、光導波路
ガイド連結及び保持のための台座２－２、薄膜または線
材２－３からなる。光導波路ガイド２－１は、プラスチ
ックなどで代表される固い材料からなる。光導波路ガイ
ド連結及び保持のための台座２－２は、シリコーンなど
で代表される柔軟なかつ生体適合性の高い材料からな
る。薄膜または線材２－３は、ＰＥＴフィルムで代表さ
れるプラスチック材料から成る。光導波路ガイド連結及
び保持のための台座２－２は型から作られるが、硬化す
るまでに時間がかかるため、その途中に光導波路ガイド
部材２－１及びを配置することによって、光導波路ガイ
ド連結及び保持のための台座２－２及び光導波路ガイド
２－１が固着している。また、薄膜または線材２－３
も、光導波路ガイド連結及び保持のための台座２－２硬
化中に埋設あるいは表面に接着される。
【００６３】これによって、光導波路固定部は一体成型
され、柔軟性・非伸縮性・生体適合性を兼ね備えたもの
となる。また、２－１から２－５全ての部材が、迷光の
影響を抑制する為に黒色または照射する光や可視光を吸
収する色素が添加されていることが望ましい。
【００６４】また、図２中においては、光導波路２－５
の被検査体に接触する端面は、台座２－２の被検査体接
触面と同じレベルに書かれているが、台座２－２の硬度
と伸縮部材２－６の伸縮性の兼ね合いによって、被検査
体に不快感を与えない位置に調整される。
【００６５】光導波路２－５は、それぞれ生体光計測装
置２－８内部の光源２－９及び検出器２－１０に接続さ
れている。この例では、光源は２個、検出器は１個しか
記載されていないが、本実施例の場合には、光照射位置
と光集光位置を縦横に交互に配置するので、光源４個、
検出器５個となる。また、光照射位置と光集光位置が反
転した場合には、光源５個、検出器５個となる。また、
光照射及び集光位置は、基本的な構成例として３×３で
設定されているが、４×４または３×５のパターン等へ
の拡張、あるいは不必要な部分の削除による縮小も容易
に行える。
【００６６】図９には、本発明による生体計測用プロー
ブの他の構成例を示し、上述した実施例で示す光導波路
固定部に、光照射に必要な光源２－９と注入電流を制御
する光源調整回路２－１１、及び光検出に必要な検出器
２－１０と検出信号を増幅及び電流電圧変換などをする
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検出信号回路２－１２が含まれている場合の構成例を示
す。
【００６７】光源２－９及び検出器２－１０の構造によ
っては、フタ２－４を兼ねることにより、部品点数を減
らすことが可能となる。
【００６８】光源調整回路２－１１と生体光計測装置２
－８は接続しており、信号・電源線２－１３を介して注
入電流および制御信号等の必要な情報の相互通信を行
う。また、検出信号回路２－１２と生体光計測装置２－
８は接続しており、信号・電源線２－１３を介して検出
信号や増幅率の設定等必要な情報の相互通信を行う。こ
こで、光源調整回路２－１１と検出信号回路２－１２と
生体光計測装置２－８に通信装置が組み込み、電源線な
ど必要な線以外を取り除いて無線化した。
【００６９】光導波路２－５と光源２－９及び検出器２
－１０は、接合しているが、可視光など計測波長にはノ
イズとなる光を減衰する為に、必要に応じて接合部に色
フィルターなどを挟んでいる。
【００７０】このような、構成を頭部に適用する場合に
は、生体に直接光源検出器を配置するより、光導波路が
髪よけの役割を果たす為、効果が大きい。
【００７１】図２、図３（後述）、図９で示すような台
座部材には熱がこもらないように穴が空けられているの
で、ここに生体電気計測(脳波など)用の電極など張り込
むことができる。しかし、装着性を考慮すると生体光計
測用の光導波路と、生体電気計測用の電極と電線が一体
化していることが望ましい。一体化している場合には、
両者を総称してエネルギー伝達部材とすると、図９の例
の場合には、信号および電源用配線も含まれる。
【００７２】図１０に、本発明による光計測及び脳波計
測を同時に実現するための生体計測用プローブの一構成
例を示す（図２の1部のみを示す）。
【００７３】光導波路２－５には脳波用の電極２－１４
が設けられているおり、この電極２－１４の中心部には
光導波路２－５の端面が被検査体面に接触する為に穴が
空けられている。脳波用電極から生体電気計測装置まで
の電線２－１５は、生体光計測装置に接続されている光
導波路２－５に沿って配線されている。また、台座２－
２内部の薄膜または線材２－３を電線回路で構成した場
合、電極２－１４からの信号を台座２－２内部の電線ま
たは回路２－１６で伝送する。電極２－１４が複数ある
場合、電線または回路２－１６は電線束となり、台座２
－２から出た外部電線束２－１７を通して外部の生体電
気計測装置へ接続される。
【００７４】さらに、変形として電極２－１４を光導波
路２－５に設けず、台座２－２の被検査体及び被験者に
接触する低面に設けられる。
【００７５】この光導波路固定部の特徴を、以下に列挙
する。
１）連結している部材が非常に軟らかな素材で構成され
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るため、任意形状に適応できる。
２）光導波路先端部で連結しているため、被検査体接触
部において光導波路間の距離(実際には道のり)が変化し
ない。このことは、各計測部における光の浸潤度が一定
であり、空間的に均一な信号を取得することに寄与す
る。図２に示したように、各光導波路の中心同士の距離
３０ｍｍで製作すると、任意形状の局面に接した場合で
も、光導波路同士の先端部間距離は３０ｍｍで保持され
る。
３）連結部材が適度な摩擦係数を有しているため、体動
が発生した場合にもずれることがない。
４）連結部材の不要部分には穴が空けられており、光導
波路の密着性を確認するための視認性が高い。
５）連結部材の不要部分には無駄な材料が無く、被験者
皮膚が蒸れないよう通気が可能であり、快適性が高い。
６）被験者皮膚表面に対して、光導波路先端部のみが圧
力を加えず、広い領域で圧力を与えることができ、か
つ、それぞれがクッションで圧力を加えるので被験者に
対して与える苦痛が極めて少ない。
【００７６】図８に、図１０で示した生体計測用プロー
ブを用いて計測した結果を示し、照射―集光導波路間の
間隔を変えたときの、脳活動時の脳内ヘモグロビン（Ｈ
ｂ）濃度の時間変化を示す。縦軸はＨｂの濃度変化を示
し、横軸は時間を示す。また、図中、点線は酸素を運ぶ
酸素化Ｈｂ(ｏｘｙ－Ｈｂ)の濃度変化、破線は酸素が離
れた脱酸素化Ｈｂ（ｄｅｏｘｙ－Ｈｂ）の濃度変化、実
線はｏｘｙ－Ｈｂ濃度変化とｄｅｏｘｙ－Ｈｂ濃度変化
の総和である総Ｈｂ(ｔｏｔａｌ－Ｈｂ)濃度変化に相当
する値を示す。
【００７７】図８中、（ａ）、（ｂ）ともに同時に計測
されている。乳幼児の被験者は、テープに録音された母
国語の話を刺激期間中に聞いている。この結果から、
（ａ）に示す２０ｍｍの照射―集光導波路間隔よりも、
（ｂ）に示す３０ｍｍの照射―集光導波路のほうが信号
が大きいことがわかる。従って、３０ｍｍ以上の照射―
集光導波路間隔を設定する(即ち、格子の１辺が３０ｍ
ｍ以上)ことが望ましいことがわかる。
【００７８】図３に、図２で示した光導波路固定部の変
形パターンを示す。図２で示した正方格子状パターン
は、特に障害がない生体表面であれば使用できる。しか
し、側頭部など耳など障害物がある場合には、配置でき
なくなる。その場合には、障害物を避けるような形状に
変形する必要がある。図３で示したパターンは、２列目
が上方にずれており(この場合は１ｃｍ)、このずれた下
に耳がくるように配置することが可能である。このよう
な変形を行う際には、全ての光照射―集光位置間の距離
が一定になるように、基本の格子形状がひし形（正方形
を含む）であれば構わない。基本構成は図２と同じなの
で説明を省略する。なお、下図は上図のＡ－Ｃ断面図を
示す。
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【００７９】本発明は、その特徴は、概して一般にも有
利なものであり、乳幼児等の計測に限定されるものでは
なく、構成要素を保持しつつサイズや光導波路の配置を
変更することにより、大人頭部の計測や、頭部以外の筋
肉内の計測等にも適用可能である。
【００８０】次に、本発明による生体計測用プローブを
用いた装置構成について説明する。
【００８１】図４は、本発明に基づく脳機能検査装置の
一実施例を示す。被験者（例えば、乳幼児）４－１がベ
ッド及び保育器４－２などに安静に横たわっている状態
で計測を行う。乳幼児頭部には複数の光ファイバー４－
３(実線)と脳波電極及び信号線４－４(点線)が装着され
ている。光ファイバーは、それぞれ光源からの光を頭皮
上から照射する照射用光ファイバーと、生体内部を通過
してきた散乱光を集光して検出器に導波する集光用光フ
ァイバーがあり、各組み合わせで１領域を計測する。
【００８２】通常照射される光は、生体透過性の高い８
００ｎｍ近傍の近赤外光である。この近赤外光の生体内
部で吸収される値から、ヘモグロビン（Ｈｂ）の濃度変
化(ここで、濃度とは単位組織中のＨｂ分子量を指す。)
に相当する量を計測することができる。Ｈｂには、酸素
を運ぶｏｘｙ－Ｈｂと酸素が離れたｄｅｏｘｙ－Ｈｂが
あるため、それぞれを分離して計測する場合には適切な
２波長を選択して計測する。ここで、ｏｘｙ－Ｈｂ濃度
変化とｄｅｏｘｙ－Ｈｂ濃度変化の総和であるtotal－
Ｈｂの濃度変化は、血液量変化に相当する。
【００８３】成人の脳機能の活動と血液量変化及びｏｘ
ｙ－Ｈｂ濃度変化及びｄｅｏｘｙ－Ｈｂ濃度変化(以
降、これらを総称して血行動態変化と称す。)には密接
な関係があることが知られている。脳機能の活動が起こ
るとその機能を担う脳内局所領域で代謝が亢進し、その
領域に酸素を送るため局所的に血液量やｏｘｙ－Ｈｂ濃
度が増加し、ｄｅｏｘｙ－Ｈｂ濃度が減少するからであ
る。従って、血液量変化及びｏｘｙ－Ｈｂ濃度変化及び
ｄｅｏｘｙ－Ｈｂ濃度変化を計測することによって成人
の脳機能の活動を知ることができる。これまで、近赤外
光を使った方法で、成人の脳機能活動を計測あるいは画
像化が可能（特開平９－９８９７２号公報参照）である
ことは知られてきた。
【００８４】しかし、新生児や乳幼児の脳活動に伴う血
行動態変化は、麻酔などをかけずに計測する方法が無か
った。そのため、乳幼児の脳活動と血行動態変化との関
係は未知であり、勿論脳活動そのものも未知である。本
実施例のように光を用いた方法では、光ファイバー４－
１を頭部に装着するだけなので、麻酔などかけずに計測
することが可能である。
【００８５】また、脳波は既に臨床で幅広く用いられて
おり、特に音を聞いた時に発生する聴性脳幹反応は聴覚
障害の早期発見に有効である。
【００８６】しかし、生体光計測装置では主に高次な機
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能に関与する大脳皮質を計測しており、脳波計は脳幹部
から発生する脳波や、比較的部位を特定できない脳の神
経活動を計測している。そのため、どちらか一方では総
合的に脳の障害を判断するのは困難である。
【００８７】本発明では、脳機能計測装置４－５は、こ
の近赤外光を使った計測装置と脳波計測装置が一体とな
って組み込まれている。ただし、必要に応じて分離して
いても構わない。この脳機能計測装置４－５には、光フ
ァイバー４－３と電極及び信号線４－４が複数接続して
おり、複数の光源や光検出器や脳波電位測定装置が内蔵
されている。脳機能計測装置４－５では、生体内の血行
動態変化及び脳波の時系列処理や画像化などを行い、表
示装置４－６に表示する。
【００８８】聴覚/言語/視覚刺激制御装置４－７は、乳
幼児に与える聴覚/言語/視覚刺激を制御する装置であ
る。この聴覚/言語/視覚刺激制御装置４－７には、言語
/聴覚刺激用の音（ビープ音やクリック音など）・音声
（言葉にならない声など）・言語（言葉になる声）・画
像データ（点滅やチェッカーパターンやアニメーション
等）が、アナログまたはデジタルデータとして複数記録
されている。この、音・音声・言語・画像データを任意
のタイミングで送信し、1つ以上のスピーカー及び/また
はヘッドフォン４－８で音・音声・言語を再生して提示
し、また、画像表示装置４－１０で画像データを提示す
る。これらスピーカー及び/またはヘッドフォン４－８
及び画像表示装置４－１０は、ベッド及び保育器４－２
に固定されている。その配置位置は様々考えられるが、
一例を図５を用いて後述する。
【００８９】さらに、聴覚/言語/視覚刺激制御装置４－
７からの音・音声・言語・画像データが出されたタイミ
ング及び時間及び時刻と選択された音・音声・言語・画
像データの種類は脳機能計測装置４－５に記録される。
また、逆にタイミングや刺激として出す音・音声・言語
・画像の種類は脳機能計測装置４－５で指示し、刺激制
御装置４－７で指示にあわせて記録されている音・音声
・言語から選択して信号として出してもかまわない。即
ち、脳機能計測装置４－５と聴覚/言語/視覚刺激制御装
置４－７が任意の手段で同期していることが重要であ
る。
【００９０】スピーカー及び/またはヘッドフォン４－
８から出た音・音声・言語や画像表示装置４－１０に提
示された画像によって、言語/聴覚/視覚機能は活動する
ため、脳内の血行動態変化が起こる。その血行動態変化
が、脳機能計測装置４－５で記録される。計測中に信号
を表示装置４－６に表示し、また、全計測終了後にも再
処理を行い、その結果を表示装置４－６に表示する。２
つ以上の種類の異なる信号を、同一画面・同一の時空間
スケールで表示することで、使用者が容易に信号の理解
をできる。
【００９１】図１０に示したような、生体計測用プロー
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ブを使用すれば、光計測信号と脳波のような電気計測信
号を同時に計測することが可能であり、表示装置４－６
に両信号の処理結果をグラフまたは画像で表示する。
【００９２】図５に、ベッド及び保育器４－２に、スピ
ーカー及び/またはヘッドフォン４－８及び画像表示装
置４－１０が配置されている形態を横から見た図を示
す。
【００９３】ベッド及び保育器４－２は、図に示すよう
に被験者４－１を囲むような形態をしており、内部から
様子がうかがえるように透明なプラスチックなどで作ら
れている。被験者４－１は、快適に計測できるように、
傾斜した被験者固定具４－１１に安静に仰臥している。
被験者股部支え部４－１１－１は被験者固定具４－１１
に固定されており、被験者４－１の股部にはさんで被験
者４－１が被験者固定具４－１１からずり落ちるのを防
ぐ。
【００９４】スピーカー及び/又はヘッドフォン４－８
は被験者固定具４－１１の頭部固定部両側に埋設されて
いる。特に、右耳と左耳で異なる音を同時に聞かせたり
する場合には、スピーカーよりもヘッドフォンを使用す
ることが望ましい。
【００９５】画像表示装置４－１０は、ベッドまたは保
育器４－２の被験者４－１の直上ではない位置に、画像
表示装置固定具４－１２を用いて固定される。これは、
安全を考慮した配置であり、万一画像表示装置４－１０
が落下しても被験者４－１が傷を負わないようにしてい
る。このため、被験者４－１を斜めに仰臥させなければ
ならないので、傾斜した被験者固定具４－１１が必要と
なっている。
【００９６】スピーカー及び/又はヘッドフォン４－８
及び画像表示装置４－１０は信号線４－１３－１～４－
１３－２で刺激制御装置４－１８（例えば、聴覚/言語/
視覚刺激制御装置)と接続している。途中、コネクター
４－１４を介していれば、切り離しが容易であり、場所
の移動など簡単に行うことができる。
【００９７】脳機能計測に用いる光ファイバー及び脳波
電極は光ファイバー及び脳波信号線４－１５で脳機能計
測装置４－１７にコネクター４－１６を介して接続され
ている。
【００９８】図６に、被験者固定具４－１１を斜め上方
から見た一構成例を示す。被験者固定具４－１１には、
被験者股部支え部４－１１－１と被験者頭部支え部４－
１１－２が設置されている。被験者股部支え部４－１１
－１を被験者股部に挟むことで、傾斜のついている被験
者固定具４－１１から被験者がずり落ちることを防ぐ。
【００９９】さらに、被験者頭部支え部４－１１－２は
頚部から後頭部の下部を支えるように配置されており、
図示のように、幅調整、角度調整、上下方向可動に構成
されている。この形状によって、後頭部を開放し、脳機
能計測用のプローブを容易に取り付けることが可能であ
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る。また、被験者固定具が傾斜していることにより、視
覚提示のための表示装置等を被験者直上に置く必要がな
くなる。
【０１００】図７に、図４及び図５で示した装置を用い
て計測した、新生児の音にともなう脳波変化及び血行動
態変化を示す。図７（ａ）は、単純音(２００ｍｓのク
リック音)を聞かせたときの、単純音に対する脳幹脳波
の加算平均信号である。繰り返しは約１０００回行っ
た。聴覚に異常がない場合、図のように脳幹部の反応と
して音を聞いてから１０ｍｓ以内に６から7つの山をも
つ脳波として観察される。
【０１０１】図７（ｂ）及び（ｃ）の各グラフは、単純
音及び話に伴う大脳皮質の反応に伴う脳内血行動態変化
を示す。（ｂ）及び（ｃ）の各グラフの縦軸がｔｏｔａ
ｌ－Ｈｂ、ｏｘｙ－Ｈｂ、ｄｅｏｘｙ－Ｈｂの濃度変化
（concentration changes）に相当する値を示してお
り、横軸は時間を示す。また、実線はｔｏｔａｌ－Ｈ
ｂ、点線はｏｘｙ－Ｈｂ、破線はｄｅｏｘｙ－Ｈｂを表
す。
【０１０２】図７中(ｂ)及び（ｃ）の結果は、新生児左
側頭部の耳穴１．５ｃｍ上のところで測られたデータで
ある。（ｂ）、（ｃ）それぞれ、１回毎に刺激期間１５
秒と刺激期間の前５秒間と刺激期間の後１５秒間の計３
５秒間を１つのブロックとして切り出した。刺激は、図
７（ｂ）、（ｃ）共に１０回繰り返されているので、１
０ブロックを加算平均して血行動態変化の時系列データ
を求めた。
【０１０３】これら結果のうち、図７（ａ）からは、少
なくとも被験者は耳から脳幹にかけて聴覚信号が伝達し
ており、正常に反応していることがわかる。脳幹から大
脳皮質への信号の伝達は、脳波で特定することは難しい
ので、大脳皮質の活動に伴う血行動態変化の反応を計測
できる光計測による結果で判断する。しかし、単純音で
は、（ｂ）に示すように大脳皮質で顕著な反応は起こら
ない。この理由は、高次機能をつかさどる大脳皮質で
は、単純な音では余り大きな活動をしないことによる。
しかし、（ｃ）で示すように、言語(話)のように複雑な
音を聞いた場合には、新生児であっても大脳皮質が大き
く活動し、言語を認知していることがわかる。この結果
から、本被験者は聴覚及び言語機能は正常に働いている
ということがわかる。
【０１０４】以上、本発明を整理すると、次のようにな
る。
１）被検査体に第１の光導波路を介して被検査体に光を
照射する光照射手段と、前記光照射手段から照射され被
検査体内部を伝播した光を第２の光導波路を介して集光
する集光手段とを備えた生体計測用プローブにあって、
前記第１の光導波路および前記第２の光導波路のそれぞ
れが挿嵌される通路を有し、前記第１の光導波路および
前記第２の光導波路のそれぞれを固定する第１及び第２
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のガイド部材と、前記第１および前記第２のガイド部材
間を連結し、保持して、前記被検査体に接触する部分を
形成する台座部材とを有してなることを特徴とする生体
計測用プローブ。
２）前記１）の構成において、前記台座部材を、柔軟性
と生体適合性の高い材料で構成してなることを特徴とす
る生体計測用プローブ。
３）前記１）の構成において、前記第１および前記第２
のガイド部材内にあって前記第１の光導波路および前記
第２の光導波路をそれぞれ軸方向に可動ならしめる伸縮
部材を設けてなることを特徴とする生体計測用プロー
ブ。
４）前記１）の構成において、前記第１および前記第２
のガイド部材が、前記台座部材上にあって、正方格子形
状もしくはひし形格子形状の頂点の位置に交互に在るよ
う配置構成したことを特徴とする生体計測用プローブ。
５）前記１）の構成において、前記台座部材は、前記被
検査体に接触する部分が、分割した複数の面構造の部材
で構成され、かつ、前記面構造の各部材間が柔軟性部材
を介して連結されていることを特徴とする生体計測用プ
ローブ。
６）前記１）の構成において、前記光照射手段は、光照
射用光源と、前記光源への注入電流を制御する光源調整
回路とを含み、前記集光手段は、光検出器と、前記光検
出器で得られる検出信号を処理する検出信号回路とを含
んでなることを特徴とする生体計測用プローブ。
７）前記１）の構成において、前記台座部材内に、前記
第１の光導波路及び又は前記第２の光導波路と共に脳波
計測用の電極を設け、光計測および脳波計測を同時に計
測するよう構成したことを特徴とする生体計測用プロー
ブ。
８）被検査体に光導波路を介して光を照射する光照射手
段と、前記光照射手段から照射され被検査体内部を伝播
した光を光導波路を介して集光する集光手段とを備えた
生体計測用プローブを用いて、被検査体内部の生理的変
化を計測するようにした生体光計測装置において、前記
プローブが、前記光照射用の光導波路および前記集光用
の光導波路のそれぞれが挿嵌される通路を有し、それぞ
れを固定するための第１及び第２のガイド部材と、前記
第１および前記第２のガイド部材間を連結し、保持し
て、前記被検査体に接触する部分を形成する台座部材
と、前記第１および前記第２のガイド部材内にあって前
記第１の光導波路および前記第２の光導波路をそれぞれ
軸方向に可動ならしめる伸縮部材とを有してなることを
特徴とする生体光計測装置。
９）前記８）の構成において、前記光照射手段は、光照
射用光源と、前記光源への注入電流を制御する光源調整
回路とを含み、前記集光手段は、光検出器と、前記光検
出器で得られる検出信号を処理する検出信号回路とを含
み、かつ、前記光源調整回路と前記検出信号回路とをそ
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れぞれ通信手段を介して制御するよう構成したことを特
徴とする生体光計測装置。
１０）被検査体に光導波路を介して光を照射する光照射
手段と、前記光照射手段から照射され被検査体内部を伝
播した光を光導波路を介して集光する集光手段とを備え
た生体計測用プローブを用いて、被検査体内部の生理的
変化を計測するようにした生体光計測装置と、脳波を電
気的に計測する脳波計測装置と、被検査体に与える音・
音声・言語・画像に関するデータを有し、制御する刺激
制御装置と、前記音・音声・言語・画像にかかるデータ
を再生し、被検査体に対して提示する提示手段とを有
し、前記刺激制御装置から送られる前記音・音声・言語
・画像のうち少なくとも１つを前記提示手段を介して被
検査体に提示しながら被検査体の脳機能活動信号を計測
するよう構成したことを特徴とする脳機能計測装置。
１１）前記７）の生体計測用プローブを用いて、光計測
および脳波計測により被検査体の脳機能活動信号を計測
するよう構成したことを特徴とする脳機能計測装置。
１２）生体に光を照射するための光照射手段と生体内部
を通過してくる生体通過光を集光し検出する集光検出手
段とを有する生体光計測装置と、脳波を計測する脳波計
測装置と、音・音声・言語に関する複数のデータを有す
る音刺激制御装置と、音・音声・言語を乳幼児の被験者
に対して提示するスピーカー及びヘッドフォンと、画像
に関する複数のデータを有する視覚刺激制御装置と、画
像を被験者に対して提示する画像表示装置とを具備し、
前記音刺激制御装置からの音・音声・言語および前記視
覚刺激制御装置からの画像データを前記スピーカー及び
ヘッドフォンと前記画像表示装置とから再生して被験者
に提示しながら被験者の脳機能活動信号を計測すること
を特徴とする脳機能計測装置。
１３）前記１２）の脳機能計測装置において、刺激を再
生して被験者に提示する前記スピーカー及びヘッドフォ
ンと前記画像表示装置とが、被験者が横たわるベッド及
び保育器に一体化して設置されていることを特徴とする
脳機能計測装置。
１４）前記１２）の脳機能計測装置において、被験者が
横たわるベッドに上にある被験者を固定する固定具が、
傾斜していることを特徴とする脳機能計測装置。
１５）前記１２）の脳機能計測装置において、被験者が
横たわるベッド及び保育器の上にある被験者を固定する
固定具内に、スピーカー及びヘッドフォンが設けられて
いることを特徴とする脳機能計測装置。
１６）前記１２）の脳機能計測装置において、被験者が
横たわるベッド及び保育器内部に、被験者の直上ではな
い位置に画像表示装置が固定されていることを特徴とす
る脳機能計測装置。
１７）前記１２）の脳機能計測装置において、被験者を
固定する固定具が、被験者の股部を支える部材を有する
ことを特徴とする脳機能計測装置。 *
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*１８）前記１２）の脳機能計測装置において、被験者が
横たわるベッドに上にある被験者を固定する固定具が、
後頭部を開放するように被験者の頭部及び頚部を支える
部材を有することを特徴とする脳機能計測装置。
１９）前記１２）の脳機能計測装置において、被験者が
横たわるベッドに上にある被験者を固定する固定具が、
傾斜しており、かつ、被験者の股部を支える部材を有
し、かつ、後頭部を開放するように被験者の頭部及び頚
部を支える部材を有することを特徴とする脳機能計測装
置。
２０）前記１７）の被験者を固定する固定具において、
被験者の股部を支える部材が動くことを特徴とする被験
者を固定する固定具。
２１）前記１８）の被験者を固定する固定具において、
被験者の頭部及び頚部を支える部材が動き、形状が変化
することを特徴とする被験者を固定する固定具。
２２）生体に光を照射するための光照射手段と生体内部
を通過してくる生体通過光を集光し検出する集光検出手
段とを有する生体光計測装置と、脳波を計測する脳波計
測装置と、音・音声・言語に関する複数のデータを有す
る音刺激制御装置と、音・音声・言語を乳幼児の被験者
に対して提示するスピーカー及びヘッドフォンと、画像
に関する複数のデータを有する視覚刺激制御装置と、画
像を被験者に対して提示する画像表示装置とを具備し、
前記生体光計測装置および前記脳波計測装置と前記音刺
激制御装置および前記視覚刺激制御装置とは同期して音
・音声・言語・画像刺激を提示するタイミング、時間、
長さ、刺激の種類等の信号をやり取りし、前記信号に同
期して前記音刺激制御装置および前記視覚刺激制御装置
からの音・音声・言語・画像データを前記スピーカー及
びヘッドフォンと前記画像表示装置とから再生して被験
者に提示することを特徴とする脳機能計測装置。
【０１０５】
【発明の効果】本発明によれば、大きな曲率を有する生
体表面に対し、簡便に装着可能な本発明に基づく生体光
計測用プローブによって、これまで計測が困難であった
新生児・乳幼児の頭部や腕などの運動部位における生理
的変化の計測が可能となった。
【０１０６】また、新生児を含む乳幼児の脳機能計測が
できるため、乳幼児の脳障害の早期発見が可能となる。
特に、脳波及び光計測を融合することで、脳深部及び大
脳皮質の両方を同時に計測することが可能となり、総合
的な脳機能計測が実現するため、脳機能障害の判断が容
易になる。
【０１０７】このように、本発明により、生体光計測の
応用分野が拡大し、産業上の寄与が大きい。特に、脳機
能の発達過程の理解は、教育など社会へ大きな影響を与
える分野に寄与する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による生体計測用プローブを被検査体に
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装着する装着例を説明する図。
【図２】本発明による生体計測用プローブの一実施例の
基本構成を説明する図。
【図３】図２に示した光導波路固定部の変形パターンを
示す図。
【図４】本発明に基づく脳機能計測装置の一実施例を説
明する図。
【図５】本発明に基づく脳機能計測装置における被験者
固定具の一構成例を説明する図。
【図６】図５に示す被験者固定具を斜め上方から見た
図。
【図７】（ａ）は図４及び図５で示した装置を用いて計
測した、新生児の単純音に対する脳幹脳波変化、（ｂ）
及び（ｃ）はその脳内血行動態変化を示す図。
【図８】本発明による生体計測プローブの照射―集光導
波路間の間隔を変えたときの、脳活動時の脳内ヘモグロ
ビン（Ｈｂ）濃度の時間変化を示す図。
【図９】本発明による生体計測用プローブの他の構成例
を説明する図。
【図１０】本発明による光計測及び脳波計測を同時に実
現するための生体計測用プローブの一構成例を説明する
図。
【符号の説明】
１－1：光導波路固定部、 １－２：光導波路固定部、１
－３：光導波路固定部保持部、１－３－１：伸縮性帯ま
たは紐、１－３－２：伸縮性帯または紐、１－３－３：
伸縮性帯または紐、１－４：光導波路固定部保持部、１
－４－１：伸縮性帯または紐、１－４－２：伸縮性帯ま*
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*たは紐、１－４－３：伸縮性帯または紐、１－５：光導
波路固定部保持部連結部、１－６：光導波路固定部保持
部連結部、１－７－１－a：補助的保持部、１－７－１
－b：補助的保持部、１－７－２－a：補助的保持部、１
－７－２－b： 補助的保持部、１－７－３－a：補助的
保持部、１－７－３－b：補助的保持部、１－７－４－
a：補助的保持部、１－７－４－b：補助的保持部、１－
７－５－a：補助的保持部、１－７－５－b：補助的保持
部、１－８：光導波路、２－1：光導波路ガイド部材、
２－２：台座部材、２－３：薄膜または線材、２－４：
フタ、２－５：光導波路、２－６：伸縮部材、２－７：
伸縮部材止め、２－８：生体光計測装置、２－９：光
源、２－１０：検出器、２－１１：光源調整回路、２－
１２：検出信号回路、２－１３：信号・電源線、２－１
４：電極、２－１５：電線、２－１６：電線または回
路、２－１７：外部電線束、４－１:被験者、４－２：
ベッド及び保育器、４－３：光ファイバー、４－４：電
極及び信号線、４－５：脳機能計測装置、４－６：表示
装置、４－７：聴覚/言語/視覚刺激制御装置、４－８：
スピーカーまたは/及びヘッドフォン、４－１０：画像
表示装置、４－１１：被験者固定具、４－１１－１：被
験者股部支え部、４－１１－２：被験者頭部支え部、４
－１２：画像表示装置固定具、４－１３－１：信号線、
４－１３－２：信号線、４－１３－３：信号線、４－１
４：コネクター、４－１５：光ファイバー及び脳波信号
線、４－１６：コネクター、４－１７：脳機能計測装
置、４－１８：刺激制御装置。

【図１】 【図６】
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【図４】 【図７】
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【図５】 【図８】

【図９】 【図１０】
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